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「暴力」といっても、身体的なものだけが暴力ではありません。これらの様々な形態の
暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。

平手で打つ、殴る、足で蹴る、髪を引っ張る、首を
絞める、刃物などの凶器を体に付きつける、引きず
り回す、物を投げつける など

身体的暴力

大声で怒鳴る、無視する、交友関係を制限する、電
話やメールを無断でチェックする、人の前でバカに
したり、命令するような口調でものを言う、大切に
しているものを壊したり捨てたりする、殴るふりを
して脅す など

精神的暴力
生活費を渡さない、家計の管理を全て握る、お金の
使い道を細かく管理・指示する、外で働くなと言っ
たり仕事を辞めさせたりする、無断で借金を重ねた
り家にあるお金を無断で持ち出す、自分は働かず一
方のみ労働を強制する など

経済的暴力

嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要
する、避妊に協力しない、見たくないのにポルノビ
デオ・雑誌を見せる など

性的なもの

暴力の種類

ＤＶ被害者の相談、保護

ＤＶ相談

相談機関
配偶者暴力

相談支援センター
・県南広域振興局保健福祉環境部
・岩手県福祉総合相談センター
・岩手県男女共同参画センター
・もりおか女性センター

警 察
（暴力・被害発生防止、加害者の
検挙・指導・警告等）

市こども政策課

人権擁護委員

民生児童委員

相
談

連携・協力

発 見
通 報
情報提供

市 民

医療機関

保健所

学 校
保育所等

市

相
談

DV
被害者

・発見した者に
よる通報の努
力義務

・医師等は通報
できる

（被害者の意思を
尊重するよう努
める）

DV
被害者

配偶者暴力
相談支援センター

・相談又は相談機関の紹介
・カウンセリング
・緊急時における安全の確保
・一時保護（婦人相談所）
・自立支援、情報提供、助言、関係機関
との連絡調整、その他の援助

市（こども政策課）
・相談又は相談機関の紹介
・緊急時における安全の確保
・自立支援、情報提供、助言、関係機関
との連絡調整、その他の援助

警 察
・被害者の保護
・被害発生防止のために必要な措置、援助

地方裁判所

連携
協力

連携
協力

連携・協力

相手方保護命令

ＤＶ被害者の保護

（
母
子
生
活
支
援
施
設
・
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
）

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者

相談窓口

相談機関 電話番号 開設日時

Ｄ
Ｖ

遠野市子育て応援部こども政策課 62-0189 月～金 8：30～17：15（祝日は除く）

遠野警察署 62-0110 24時間対応

県南広域振興局保健福祉環境部福祉課 0197-22-2862 月～金 8：30～17：00（祝日は除く）

岩手県福祉総合相談センター
019-629-9610 月～金 9：00～16：00（祝日は除く）

019-652-4152 夜間 17：45～21：40
土・日・祝 9：00～21：40

岩手県男女共同参画センター相談室 019-606-1761
月・水・木 9：00～18：00 火・金 10：
00～20：00 土・日・祝日 9：00.～17：00
（年末年始、アイーナ休館日は除く）

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

職
場
の

釜石労働基準監督署
釜石総合労働相談コーナー 0193-23-0651 月～金 9：00～12：00、13：00～17：00

（祝日は除く）

岩手労働局総合労働相談コーナー 0120-980-783 月～金 9：00～17：00（祝日は除く）
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